
菓子業界における賞味期限設定、
納入・販売期限、返品に関する
アンケート調査結果等の概要

(任)全日本菓子協会が実施したアン
ケート調査結果等を基に農林水産省総
合食料局でとりまとめたものである

平 成 ２ ０ 年 ８ 月 ８ 日



全日本菓子協会会員企業のうち流通菓子を取り扱っている３１企業に対してアンケート調

査を実施し、２３企業から回答があった。
なお、一部、会員企業に対し、ヒアリングによる補足調査も実施している。

３ 返品の実態に関する調査

全日本菓子協会会員企業のうち流通菓子を取り扱っている３１企業に対してアンケート調

査を実施し、６企業から回答があった。
なお、一部、会員企業に対し、ヒアリングによる補足調査も実施している。

２ 卸・小売業者が独自に設定している納入・販売期限の実態に関する調査

全日本菓子協会会員企業のうち流通菓子を取り扱っている３１企業及び会員５団体に対

してアンケート調査を実施し、４５企業から回答があった。
なお、一部、会員企業に対し、ヒアリングによる補足調査も実施している。

１ 賞味期限設定の実態に関する調査

（注） 「流通菓子」とは、卸売業者などを経由して全国ネットで広く販売される菓子である。

（注）

１

調査方法について
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○ 賞味期限の設定は、「食品期限表示の設定のためのガイドライン」において、客観的な指標に基づき設定
された期限に１未満の係数（安全係数）をかけて設定することが基本とされている。調査結果によれば、安全
係数は、０．６～０．７を採用している商品が多い。

○ 実際に商品に表示される賞味期限は1ヶ月未満から１２ヶ月超まで広く分布しているが、１２ヶ月を超える賞

味期限はほとんど設定されていない。
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（客観的指標に基づく期限）

（賞味期限）

（安全係数）

（全日本菓子協会による会員企業及び会員団体に対するアンケート調査で回答のあった４５社の１２５商品について取りまとめたものである。）

（注）「食品期限表示の設定のためのガイドライン」（平成17年2月
厚生労働省・農林水産省）【抜粋】

２ 期限表示設定の基本的な考え方
（２）食品の特性に応じた「安全係数」の設定
ア 食品の特性に応じ、設定された期限に対して１未満の係数
（安全係数）をかけて、客観的な項目（指標）において得られ
た期限よりも短い期間を設定することが基本である。

＊客観的な項目（指標）：理化学試験、微生物試験等において数
値化することが可能な項目（指標）。

（単位：商品数） （単位：商品数）

（単位：商品数）

１ 賞味期限設定
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４ヶ月以上
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７ヶ月以上
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１ヶ月未満
１ヶ月以上
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10ヶ月未満
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（１） 賞味期限の設定状況について
（注）
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【飴】

（単位：商品数）

（単位：商品数）

（単位：商品数）

【チョコレート】

【ビスケット】

（安全係数） （賞味期限）

（安全係数） （賞味期限）

（安全係数） （賞味期限）

４

１ヶ月未満
１ヶ月以上
４ヶ月未満

４ヶ月以上
７ヶ月未満

７ヶ月以上
10ヶ月未満

10ヶ月以上
12ヶ月以下

12ヶ月超

１ヶ月未満
１ヶ月以上
４ヶ月未満

４ヶ月以上
７ヶ月未満

７ヶ月以上
10ヶ月未満

10ヶ月以上
12ヶ月以下

12ヶ月超

１ヶ月未満
１ヶ月以上
４ヶ月未満

４ヶ月以上
７ヶ月未満

７ヶ月以上
10ヶ月未満

12ヶ月超
10ヶ月以上
12ヶ月以下

（～0.5） （0.5～0.6） （0.6～0.7） （0.7～0.8） （0.8～0.9） （0.9～）

（～0.5） （0.5～0.6） （0.6～0.7） （0.7～0.8） （0.8～0.9） （0.9～）

（～0.5） （0.5～0.6） （0.6～0.7） （0.7～0.8） （0.8～0.9） （0.9～）

（２） 商品別の実態について

○ 商品群ごとにみても、使用される安全係数は商品により異なっている。
○ 賞味期限は１０ヶ月以上１２ヶ月以下に設定されている商品が多い。

（全日本菓子協会による会員企業及び会員団体に対するアンケート調査で回答のあった４５社の１２５商品について取りまとめたものである。）



○ 安全係数の設定の考え方については、各社様々であり、流通段階における保存状況を勘案
して設定されるもののほか、他の商品との横並びや、風味等の確保のため、あえて厳しい安全
係数を設定している例もある。

○ 類似商品について、各社の客観的指標に基づく期限、安全係数をみると、各社ごとに大きく
異なっているが、賞味期限は各社間に大きな差異はない。

（安全係数の設定の考え方の例）

（全日本菓子協会による会員企業に対するアンケート調査及びヒアリング調査による。）

メーカー名

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

米菓

和菓子

スナック

油菓子

飴

品目

０．３８

０．６９

０．３８

０．５

０．７

安全係数

風味が良いうちに消費されるよう、歯ごたえ、食感の保持を考慮

理化学試験、微生物試験では13ヶ月以上の品質を保証できるが、おいしさを保持するため賞味期限を

短めに設定

他商品との横並びで５ヶ月～６ヶ月の賞味期限を設定

透明フィルム使用のため、高い照度下に継続しておかれた場合の劣化を考慮

製造後、市場の保管状況により品質の変動があるため、賞味期限は一番厳しい環境で設定

左記の安全係数を設定している具体的理由

（類似商品における賞味期限、安全係数等の比較）

（全日本菓子協会による会員企業及び会員団体に対するアンケート調査による。）

チョコレート（板チョコ）
メーカー名

飴（詰め物等なし）

安全係数② 賞味期限①×②
客観的指標に
基づく期限①

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｄ

０．７１

０．９２

０．８９

０．８０

０．６７

－

12ヶ月

12ヶ月

12ヶ月

12ヶ月

12ヶ月

－

１７ヶ月

１３ヶ月

１３．５ヶ月

１５ヶ月

１８ヶ月

－

客観的指標に
基づく期限①

安全係数②

０．７５

－

－

０．７７

０．６７

０．６７

12ヶ月

－

－

1０ヶ月

12ヶ月

１２ヶ月

１６ヶ月

－

－

１３ヶ月

１８ヶ月

１８ヶ月

０．７１

０．７７

－

０．７５

－

－

12ヶ月

1０ヶ月

－

９ヶ月

－

－

１７ヶ月

１３ヶ月

－

１２ヶ月

－

－

賞味期限①×②

ビスケット
客観的指標に
基づく期限①

安全係数② 賞味期限①×②

５

（３） 安全係数の考え方について



２ 卸・小売業者の独自の納入・販売期限の設定

○ 小売業者が納入期限を設定していると回答した企業は６社あったが、回答企業によれば賞味
期限の３分の１～４０％までに設定されている。

○ 小売業者の販売期限は、概ね賞味期限の３分の２までとされている。
○ 販売期限経過後は、見切り販売や返品とされており、販売期限の設定が返品の大きな要因と
なっているとの指摘もある。

（小売店舗への納入期限の例）

納入期限 小売業者数 期限経過後の取扱い

○ 賞味期限の３分の１まで

○ 賞味期限の３分の１マイナス１０日

○ 賞味期限の４０％まで

配送センターからの出荷を止め、返品

配送センターからの出荷を止め、返品

配送センターからの出荷を止め、返品

大手ｽｰﾊﾟｰ、ｺﾝﾋﾞﾆ全般

１社

２社

（小売業者の店頭販売期限の例）

店頭販売期限 期限経過後の取扱い小売業者数

○ 賞味期限の3分の２まで

○ 賞味期限１年→賞味期限残3ヶ月まで
賞味期限6ヶ月→賞味期限残1ヶ月まで

○ 賞味期限３６０日→賞味期限残５３日まで
賞味期限２７０日→賞味期限残２３日まで
賞味期限１８０日→賞味期限残２３日まで

６社

１社

１社

店舗内で見切り販売を実施 ３社
返品又は店舗内で見切り販売を実施 １社
返品を実施 ２社

店舗内で見切り販売を実施

店舗内で見切り販売を実施、一部メーカーへの返品

（小売店舗への納入期限及び店頭販売期限は全日本菓子協会による会員企業に対するアンケート調査において回答のあった6社のものを取りまとめたもの
である。)

６



３ 菓子の返品の実態

○ 菓子メーカーからの聞き取りによれば、製造メーカーから流通業者に出荷されたもののうち、
出荷額ベースで約１％程度が返品され、その大部分が廃棄処理されている。

（出荷額に占める返品率等【19年度】）

Ａ社
Ｂ社
Ｃ社
Ｄ社

（平 均）

返品率

１．５％
０．９％
０．９％
１．１％

（ １．１％）

返品された商品
の廃棄率

１００％
９９％
９９％

１００％

（９９．５％）
（全日本菓子協会会員企業からのヒアリング調査による。なお、上記の返品は商品が実際に製造メーカーに返納されたものであり、卸段階において
転売された商品は含んでいない。）

７

（１） 返品率について



○ 製造メーカーと流通業者との取引は買取であるが、流通業者から返品が行なわれている実
態がある。

○ 返品は、「小売店等で定番カットされた商品の売れ残り品」、「特売や催事終了に伴う売れ残
り品」、「流通段階で販売期限又は納入期限を超過した商品」が主なものとなっている。

○ 回答のあった企業のうち流通業者から不当返品があったと回答した企業は２３社中１１社と
なっている。

（製造メーカーが不当返品と考える返品の割合）

1112

不当返品なし 不当返品あり

（単位：企業数）

（全日本菓子協会による会員企業に対するアンケート調査による。）

（主な返品商品及び問題点）

定番カットされた商品の売れ残り品

特売や催事終了に伴う売れ残り品

販売期限を超過した小売業者の店頭商品、在庫品、
又は小売業者への納入期限を超過した卸売業の在庫
品

６社

６社

３社

返品された商品
該当ありと回答し
た企業数 製造メーカーが考える問題点

・買い取りであるにもかかわらず返品される
・賞味期限には全く問題ない商品が返品される
・流通側の過剰発注、ずさんな在庫管理に原因
・小売の売り切り努力、卸の販売（転売）努力の欠如

・買い取りであるにもかかわらず返品される
・賞味期限には全く問題がない商品が返品される
・流通側の過剰発注、ずさんな在庫管理に原因
・特売残が定番棚の同一商品の在庫として流用されない

・買い取りであるにもかかわらず返品される
・賞味期限残３分の２を経過すると返品される
・賞味期限残が６分の１を経過すると納入を受け付けない

（全日本菓子協会が会員企業にアンケート調査を実施し、回答のあった１１企業の結果を取りまとめたものである。）

８

（単位：企業数）

（２） 返品が生ずる商品及び問題点等について



○ 流通業の業態別にみると、いずれの業態とも返品が行なわれている。
○ 返品の要因については、①流通段階における欠品防止のための過剰在庫、②過度に早期な
納入期限、過度に短期の販売期限、③製造段階における過度に短い賞味期限の設定、④頻繁
な新商品の発売等があげられている。

（返品を行っている流通業者）

業態

スーパー

コンビニエンスストアー

ドラックストア

ホームセンター

ディスカウントストア

菓子卸売業者

左記の業態から返品があったと回答した製造メーカー

５社

５社

１社

２社

５社

４社

（全日本菓子協会が会員企業にアンケート調査を実施し、回答あった１１企業の結果を取りまとめたものである。なお、小売業からの返品は卸を経由して
返品されている。）

（全日本菓子協会所属の会員企業からのヒアリング調査による。）

【流通段階】
・欠品防止のための過剰在庫
・流通独自の納入期限、店頭販売期限
・リードタイム（発注から納入までの期間）の短縮
による卸業者の見込み発注

【製造段階】
・過度に短い賞味期限設定
・多頻度な新商品発売、規格変更
・商品需要予測の見誤り

（菓子メーカーが指摘する返品が生ずる要因）

９

（３） 返品を行っている流通業者及び返品の要因について


